
説明資料 
（諮問第 496 号、諮問第 497 号関係） 

・すけとうだらオホーツク海南部

・すけとうだら根室海峡
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1

「別紙２－10 すけとうだらオホーツク海南部及び別紙２－11 すけとうだら根室海峡」に

おける資源管理の目標の変更について 

１ 変更の趣旨  

（１）資源管理基本方針の本則の第９の規定により、「農林水産大臣は、直近の資源評価、

最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針についての

検討を、当該資源管理基本方針に記載されているそれぞれの水産資源についておおむね

５年ごとに行い、必要があると認めるときは、これを変更する」こととされている。 

（２）特定水産資源である、すけとうだらオホーツク海南部及びすけとうだら根室海峡につ

いては、５年ごとの見直しのため、令和７年８月から 10 月にかけて、資源管理基本方

針の本則の第８の１に基づく「資源管理の方針に関する検討会」を２回開催し、最新の

資源評価に基づく資源管理の目標の案及び資源水準の値に応じた漁獲シナリオの案に

ついて議論した。その結果、両資源とも、①資源管理の目標は、研究機関から提案され

た値を基に時期の更新及び修辞上の修正を行うこと、②漁獲シナリオは、現行のシナリ

オを継続することが取りまとめられた。

（３）上記「資源管理の方針に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、すけとうだらオホー

ツク海南部及びすけとうだら根室海峡の資源管理の目標や漁獲シナリオ等を定める資

源管理基本方針の「別紙２－10」及び「別紙２－11」に関連する規定について、所要の

変更を行う。 

２ 変更の内容  

変更の内容は、別紙のとおり。 
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令和８管理年度（令和８年４月～令和９年３月）すけとうだらオホーツク海南部 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

 令 和 ８ 年 ２ 月 

水 産 庁  

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

① 我が国の漁船による漁獲の状況等を踏まえて、我が国漁船の操業水域に分布す

る資源の最適利用が図られるよう漁獲を管理する（漁獲シナリオ）。

② 資源状況が良好な場合に対応できる数量として、近年の最大漁獲量（令和２年

度（2020 年度）の 57,765 トン）を考慮した数量をＴＡＣとする。

（２）令和８管理年度（令和８年４月 1日～令和９年３月 31 日）のＴＡＣ（案）

（参考１）資源管理の目標（漁業法第 12 条第２項の規定に基づく「維持又は回復させる

べき目標」） 

沖合底びき網漁業（許可省令第２条第１号に掲げる漁業をいう。）のうち、網口

開口板を使用しない１そうびきによる単位漁獲努力量当たりの漁獲量（１日の総漁

獲量に占めるすけとうだらオホーツク海南部の割合が 50 パーセント以上の操業に

おける１操業当たり漁獲トン数をいう。）を、平成８年度（1996 年度）から令和６

年度（2024 年度）までの平均水準とされた値（令和７年度（2025 年度）資源評価

において 4.40 トン／操業）とする。 

特定水産資源 ＴＡＣ 

すけとうだらオホーツク海南部 60,000 トン 
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2

（参考２）ＴＡＣ及び漁獲実績の推移 

単位：トン 

（出典：ＴＡＣ報告より水産庁作成） 

※括弧内は変更後の数字（管理年度中に変更があった場合）

２ 配分（案） 

（１）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理区分及び都道府県別に配分する。 

（２）配分量は別紙のとおり。

R7(2025) 

管理年度 

R6(2024) 

管理年度 

R5(2023) 

管理年度 

R4(2022) 

管理年度 

R3(2021) 

管理年度 

ＴＡＣ 
58,000 

（72,000） 

58,000 

(60,000) 
58,000 

58,000 

（63,000） 

56,000 

（62,000） 

(58,000) 

漁獲実績 - 54,166 37,561 56,723 53,911 
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別紙 

令和８管理年度すけとうだらオホーツク海南部漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について （案） 

特定水産資源 ＴＡＣ（トン） 

すけとうだらオホーツク海南部 60,000 

大臣管理分 

大臣管理区分 数量（トン） 

沖合底びき網漁業 59,900 

知事管理分 

都道府県名 数量（トン） 注記 

－ － 
北海道については、現行水準とす

る。 

17



令和８管理年度（令和８年４月～令和９年３月）すけとうだら根室海峡 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

 令 和 ８ 年 ２ 月 

水 産 庁  

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

① 我が国の漁船による漁獲の状況等を踏まえて、我が国漁船の操業水域に分布す

る資源の最適利用が図られるよう漁獲を管理する（漁獲シナリオ）。

② 資源状況が良好な場合に対応できる数量として、近年の最大漁獲量（平成 24

年度（2012 年度）の 14,200 トン）を考慮した数量をＴＡＣとする。 

（２）令和８管理年度（令和８年４月１日～令和９年３月 31 日）のＴＡＣ（案）

（参考１）資源管理の目標（漁業法第 12 条第２項の規定に基づく「維持又は回復させる

べき目標」） 

すけとうだら固定式刺し網漁業（法第 57 条第１項の規定に基づき北海道知事の

許可を受けて営むものをいう。）による単位漁獲努力量当たりの漁獲量（操業隻日

数当たり漁獲トン数をいう。）を、昭和 56 年度（1981 年度）から令和６年度（2024

年度）までの間に最低とされた値（令和７年度（2025 年度）資源評価において 0.71

トン／隻日）を下回らないようにする。

（参考２）ＴＡＣ及び漁獲実績の推移 

単位：トン 

（出典：ＴＡＣ報告より水産庁作成） 

２ 配分（案） 

（１）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理区分及び都道府県別に配分する。 

（２）配分量は別紙のとおり。

特定水産資源 ＴＡＣ 

すけとうだら根室海峡 15,000 トン 

R7(2025) 

管理年度 

R6(2024) 

管理年度 

R5(2023) 

管理年度 

R4(2022) 

管理年度 

R3(2021) 

管理年度 

ＴＡＣ 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 

漁獲実績 - 8,226 7,197 11,297 7,999 
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別紙 

令和８管理年度すけとうだら根室海峡漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

特定水産資源 ＴＡＣ（トン） 

すけとうだら根室海峡 15,000 

大臣管理分 

大臣管理区分 数量（トン） 

- - 

知事管理分 

都道府県名 数量（トン） 注記 

北海道 15,000 
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